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【法解釈質問事項】 

 ①対面での確認が困難な場合 

  現状、クラウド型点呼機器（アルコール検査機器を使用し、カメラで 

  測定状況を画像記録するもの等）でアルコールチェック兼点呼を行う 

  事例が散見されるが、上記場合でも左記条文に記載の通り対面に準ずる 

 （点呼者を設けて、測定結果を電話やビデオ通話等でリアルタイムに確認 

  する等）方法が必要との認識で良いか？ 

  また、「対面での確認が困難な場合」とは、どのような基準が必要である 

  のか？ 

① 
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【法解釈質問事項】 

 ②安全運転管理者不在時など、安全運転管理者による確認が困難な場合 

  1-(4)他の自動車の使用の本拠における確認では「他の自動車の使用の 

  本拠となる事業所で測定結果を直接対話できる方法で所属する事業所 

  の安全運転管理者に報告させたときは、酒気帯び確認を行ったものとし 

  て取り扱うことができる。」と記載がある。 

  1-(5)における「安全運転管理者の不在時など安全運転管理者による確認 

  が困難である場合」はどのような事例が該当するのか？ 

 

② 


